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北朝鮮で作成されていた文書。日本の公文書と様式・書式が全く同じである。なお罫紙は日本時代のもの。（11頁参照）
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大学共同利用機関におけるアーカイブズ を歴史的に検討しようというグループが生

まれ、歴史資料アーカイブズの必要性が強

く認識されていたので、史料室を担当でき

る研究者がすでに存在したことも大きなメ

リットであった。

核融合科学研究所(MFS)では、1999

年より名誉教授を中心に核融合研究に関す

る史料調査を共同研究として立ち上げ(研

究代表者：西尾成子・日大教授)、NIFS

の前身の一つである旧名古屋大学プラズマ

研究所(IPP)の資料を中心にデータベー

ス化を進めている。IPPでは、早川幸男

教授（元名古屋大学学長）を中心に1982

年から核融合研究の歴史調査を始めてい

た2.1989年のNIFS創設に伴い、伏見康

治IPP初代所長の資料や庶務部の文書資

料が1994年にNIFSに運び込まれ、アー

カイブズ活動が始まったが、研究所の一部

で名誉教授等がボランティアで目録を作成

するという状態であった3．その後、2005

年1月には核融合アーカイブ室が正式に発

足した。その趣旨は「日本の核融合研究に

関する史料を恒常的に調査、収集、整理お

よび保管し、また適切に研究者等に公開す

ることを通じて、核融合研究に対する歴史

的評価と社会に対する説明責任を果たすた

め」となっている4．

NIFSの動きは自然科学研究機構が平成

16年～平成22年の中期計画に「各専門分

野における社会に対する説明責任と研究評

価に資するため、研究所アーカイブズの整

備を行う」と明記するという祇極的な姿勢

に呼応するものであり、IMSの動きにも

通じるものである。IMSでは2006年1月

1日に史料編纂室を発足させた5。これは

次に述べる総研大葉山高等研究センターの

要請に応えたものでもある。発足後には総

研大およびNIFS、KEKと協力しつつ、

順調に整備が進んでいる。

総合研究大学院大学葉山高等研究センター教授平田光司
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きた役割を常に自己評価し、それを社会に

問うことは当然の社会的責任である。2004

年の法人化を経て大学共同利用機関は機構

等に再編成され、その役割について新たな

視点からの検討も必要とされている。それ

には、これまで果たしてきた役割を多面的

に評価できるだけの歴史資料が必要となる。

法人化を契機に史料アーカイブズの必要性

は強く認識されるようになっている。

1．はじめに

国文学研究資料館をはじめ、総合研究大

学院大学（総研允の基盤機関はそれぞれ

の分野で日本を代表する研究所であり、大

学共同利用機関という非常に特色のある組

織でもある。股初の大学共同利用機関であ

る高エネルギー物理学研究所（現高エネル

ギー加速器研究機構）は1971年に設立さ

れた。大学共同利用機関の先駆的形態は大

学附置の全国共同利用研究所・施設であっ

た。これは京都大学基礎物理学研究所

(1952年創調が最初のものであった。

共同利用研究所､研究機関は大型科学装

置や豊富な研究資料を研究者に提供する研

究センターであるだけでなく、全国の研究

者コミュニティー（その多くは大学の研究

者）の中核としても共同研究などの研究交

流、人事交流を進め、その運営にあたって

は研究者コミュニティーの意見が反映でき

るものとして構想された。大学附置全国共

同利用研究所の場合には、学外の研究者の

意見を取り入れること力源理的には大学の

自治と矛盾することを理由に学内からの反

対論があった。大学共同利用機関の場合に

は政府に直結することで研究者の意見力仮

映されにくくなる可能性から研究者コミュ

ニティー内に反対論もあった。しかし、最

初の大学共同利用機関ができてから30年以

上が経過、その数も20近くなり、大学共同

利用機関は日本の特に基礎学術において確

固たる地位を築いている。当初反対論の理

由となった政府との直結についても、大き

な予算を必要とする研究について政府と研

究者コミュニティーが直接交渉できること

のメリットのほうが大きいことが判ったと

いえるだろう。

大学共同利用機関が自分たちの果たして

2．大学共同利用機関における

アーカイプズの現状

現時点において高エネルギー加速器研究

機構(KEK)、自然科学研究機柵核融合科

学研究所(NIFS)、自然科学研究機構分

子科学研究所(IMS)にはアーカイブズ

を担当する部署力穀置されている。ほかに

も、業務の一部にアーカイブズを持つ部署

ができてきた。

高エネルギー加速器研究機構では2002

年度より作業部会を設け史料室のあり方の

検討を始めたが、事実上アーカイプズの仕

事に着手していた。制度上の措置としては、

法人化にともない国際・社会連携部力穀け

られそこに史料室が設置された1．高エネ

ルギー加速器研究機構及びその前進の研究

機関の研究と運営に関わる歴史的資料の収

集整理を行いその利用の推進をはかること

を目的としたものである。作業部会発足以

前からも、高エネルギー加速器研究機構の

首脳部は様々な観点から研究機関アーカイ

ブズの必要性を認識していた。ヨーロッパ

における高エネルギー物理学の中心である

欧州原子核研究所､米国の中心であるフェ

ルミ国立加速器研究所には立派なアーカイ

ブズが存在していることからも、日本の立

ち遅れは目立っていた。高エネルギー加速

また、自

所は2005年に連携・広報企画運営戦略室

を発足させたが、国際研究集会の運営、広

報とならんでアーカイブズも業務としてい

2アーカイブズ・ニューースレターNc.620073



る。

大学附置の全国共同利用研究所では東京

大学宇宙線研究所が2005年にアーカイプ

ズを設置した。

3．総合研究大学院大学の動き

総研大では2004年の大学法人化に伴う

機構改革の一環として葉山高等研究センタ

ー（以下､センター）を設置し、菅原寛孝

理事がセンター長として就任した。新セン

ターの研究事業の一環として「大学共同利

用機関の成立に関する歴史資料の蒐集とわ

が国における巨大科学の成立史に関する研

究」（略称：大学共同利用機関の歴史）を

発足させ、筆者が責任者となった。それま

で、旧教育研究交流センターで進められて

いた｢科学と社会」等の研究において、実

証的な研究に必要な歴史資料が貧弱で自分

たちの所属する研究機関の史料すら満足に

無い、という状況への反省に基づくもので

もあった。その目的は以下のようにまとめ

られた。

大学共同利用機関の果たしてきた役割を

学問の内部史としてのみなら説また個々

の大学共同利用機関の歴史としてのみでは

なく、大学共同利用機関という制度を全体

として歴史的、社会的な観点から理解する

ことは、将来の学術の発展のためにも必要

な作業である。

大学共同利用機関の歴史的社会的研究を

行うための基礎資料としては、まず肥録文

書が欠かせない。しかし、他にも、各種デ

ジタル資料、大学共同利用機関の創立に関

わった人たちへのインタビュー、現在の大

学共同利用機関における参与観察など、多

様な手段も利用可能である。

総研大では以下の提案を各研究科教授会

などを通じて呼びかけた。

（1）各機構､研究所で歴史的史料を保毎

整理、公開するための部署（史料室）

をもうける。

（2）各史料室は独自に活動するが、史料

の互換性､相互参照性をはかるため、

センターに大学共同利用機関史料研究

の部門をもうけ、交流､違鶏をはかる。

（3）センターは史料アーカイブのための

技術的な研究、サポート（講習会）等

を通じて、統一したデータベース構築

を目指す。また、成果の研究者等への

公開の窓口となる。

教授会の反応はそれぞれであったが、総

研大としては、すでに組織的活動のある

KEKとNIFSを両輪に、史料資源共有化

の方法の具体的検討に入った。共同研究者

であったSharonTraweek氏(UCLA)

の紹介により、米国各地のアーカイブズを

視察し、特にカリフォルニア．デジタル．

ライブラリ(CDL)のオンライン・アー

カイプス・オブ･カリフォルニア(OAC6)

が模随とするに足るものと認識された。そ

こで用いられている、EAD7を用いるこ

とｶﾐ基本的に合意されたが、難しい借腫も

あった。ひとつは日本語環境で使われる

EADが未整備であり、そこから始めなけ

ればならないとするとあまりにも負担が大

きすぎることである。しかし、その後、国

文学資料館アーカイブズ研究系の五島敏芳

先生が日本語環境におけるEADを実用化

していることを知り8、それに依存するこ

とにしてEAD化への道が開けた。現在は

KEK,NIFSの史料のEAD化を進めてお

り、近い将来、EADによるシステムを一

部公開できる見通しである。

4．何をアーカイブするか

歴史資料として何を残すかは、基本的に

は研究機関・史料室ごとのポリシーによる

ものである。論文や公式記録は図書室に残

されるものであり、公文書は情報公開法に

より一定期間保存される。アーカイプズと

してはそれ以外の貴重な史料も対象となる。

そこで収集する史料の範囲は次のようなも

のになるだろう。

（1）研究機関アーカイブズ：現研究機関

および前身となる研究礎掲（関連槻勤

の研究と運営に関わる史料、および情

報公開法による保存期間の過ぎた重要

文理

私､､，帝一角
"J 砦 一

（2）研究アーカイブズ：関連樹對力戦が

国で中心的役割を果たしてきた研究分

野に関わる史料。

（3）研究者アーカイブズ：関連機関およ

び研究分野の発展にかかわった個人に

関する史料。

上記(1)は機関アーカイブズの基本であ

るが、研究所の重要な決定について、何が

決定されたかだけでなく、どのような議論

があってその決定に至ったのか、というと

ころまでを史料として残す必要があるだろ

う。有力ではあったが実現しなかったプロ

ジェクトなども重要な対象となる。なぜ、

どのような時点で実現しなくなったのか

(研究所内部の反対による、外部の反対に

よる、文科省が予算をつけなかった、など）

が分かるような史料は歴史的な価値の高い

ものであるが、発掘力灘しい場合もあるだ

ろう。（2)は学説史や、学問の内部史に関

連するものが中心となるが、研究室におけ

る議論の概要や、異なるグループ間の論争

などの記録は貴重である。素粒子物理を例

にとれば、ある新現象が発見されたという

主張が、股初は有力であっても、さまざま

な議論の中で否定されて行くこともあるが、

そのような過程を再現できる史料はそうあ

るものでは無い。

(3)の「個人に関する史料」については

さらに問題のあるところだ。科学研究にお

いては、個人を表に出さないことが習慣と

なっており、科学者はなるべく抽象的存在

であろうとする。日本の物理学者では仁科

芳雄（仁科記念財団の仁科冒牽文庫など)、

Ejil秀樹（京都大学基礎物理学研究所の湯

川記念資料室)、朝永振一郎（筑波大学朝

永記念室）などのピッグネームには対応す

る資料室も存在するが、普通の科学者の場

合、残すものは論文のみであるといっても

過言ではない。研究所を退職する場合には

｢立つ鳥あとを濁さず」のように、すべて

の記録、痕跡を消して論文だけが残るのが

｢美しい」と考えられているようだ。これ

は特に日本に強い傾向かもしれない。しか

し、研究は人間が行うものであるので、研

アーカイブズ・ニューズレタ--No62007.33
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究所の歴史、研究の歴史を生き生きと記述

するには、具体性のある（顔の見える）人

間の記録を欠くことはできないと筆者は考

える。個人的日誌や書簡なども入手できれ

ば保存すべきであるが、上記のような文化

的バリアーもあり、また研究機関のアーカ

イプズは(1)を中心とするものであって、

個人の資料は除外する、という考え方もあ

って、なかなか難しい点がある。

文書資料だけではわからない点を補うも

のが「オーラルヒストリー」と「科軸像」

である。オーラルヒストリーとはインタビ

ューによって個人のライフヒストリーや世

界観などを記録するものである9．しかし、

史料からは分からない点について経験者の

話しを聞き、事実確認することも含まれる。

科学映像では文章や設計図だけからは分か

りにくい装圃の様子などが一目瞭然となる。

オーラルヒストリーも話者の映像を同時に

記録するようになってきており、映像の役

割は増大している。

総研大としては(1)(2)(3)すべてが重要

と考えている。また、文書資料だけでなく、

オーラルヒストリーや映像によって、生き

生き.とした歴史資料を残したい。しかし、

史料室にはマンパワーの制唄もあり、基盤

機関史料室としては文書史料をアーカイブ

していくだけで精一杯という場合も多い。

逆に総研大自体は歴史も浅く、文書史料は

あまり無いので、オーラルヒストリーや映

像に重点を置いたアーカイブ活動を行い、

基盤樹對史料室と相補的な織眉を持つよう

にしている。映像やオーラルヒストリーは

大学側で作業を進め、ノウハウが蓄積され

たところで基盤機関の活動にも広げていく、

というの力観実的であろう。

大学共同利用機関のアーカイブズを進め

るにあたっての最大の障害はアーキピスト

の不在である。米国の科麹f…、大学

にはアーキピストが活曜しており、養成す

る学校もある。日本でもアーキピスト養成

にむけての動きがあるが10，それを待って

もいられないので、総研大のアーカイブズ

関係者の何人かは国文学研究資料館の開催

4アーーカイプズ・ニユースレター渕o.620073

しているアーカイブズ・カレッジ（長期コ

ース、短期コース）に参加させていただき、

大いに助かっている。各基盤磯関の史料室

にアーキピストがいることが望ましいが、

それは将来の課題として癖f大がアーキピ

ストを雇用し、基盤機関アーカイプズの相

談にのれるような体制を作れるよう努力し

ている。

5．なぜアーカイブするか

自然科学研究機構が中期目標に研究所ア

ーカイブズの整備を盛り込んだことは画期

的な意味がある。アーカイブズが重要であ

ることの認識と、人と予算を配置して史料

室を設置することとの間には大きな距離が

ある。どこも研究者が不足しており、定員

肖鰄の逆風の中で史料室を設置するのは難

しい。「人手があまっているのか」という

誤解すら与えかねないということもあるだ

ろう。すでにアーカイブズを発足させた機

関でも、一般の研究者の認知度はまだ不十

分だし予算も人員も足りない。

総研大では基盤機関にアーカイブズを設

圃することを要請したが、研究機関として

の「社会的責任」や「アカウンタピリティ

ー」というだけでは、どうも説得力が足り

ないと感じている。アーカイブズをしない

と損だ、と思わせる仕組みは無いものだろ

うか。

総研大基盤機関における議論を見ると、

｢いわれなき非難を受けた場合に事実に基

づいて反論できる材料が必要」「将来計画

に資する」という意見は大きい。また、研

究所の歴史や研究分野にかかわる歴史展示

を開催する、さまざまな問い合わせに答え

る、ということも実際に行われている。こ

れらは研究所の広報活動や研究者ソサエテ

ィーのアイデンティティー形成に役立つで

あろう。大学アーカイブズが学生のアイデ

ンティティーの形成に重要な役割を果たし

ている11のと似ている。アーカイブズは

将来の歴史家のために行うものではなく、

現在の研究所の活動にとって不可欠な活動

である。

総研大の研究活動「大学共同利用機関の

歴史」は、総研大の強みをいかした文理融

合型の研究になっている。国文学研究資料

館アーカイブズ研究系の先生方（安藤正人、

青木睦、五島敏芳の諸氏）の協力に支えら

れているところが大きい。感謝するととも

に、今後のさらなる協力をお願いしたい。
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に還元され、膨大な論文を生み出してきた。

しかし1990年代以降は、バブル経済の

崩壊をきっかけにして、新自由主義の潮流

に学問研究は飲み込まれていく。いわゆる

平成の市町村大合併は、多分に市町村の運

営の効率化や国の財政問題に起因しており、

自治体史編纂などの文化事業は軒並み縮小

を余儀なくされるなど、地域を取り巻く環

境は厳しさを増す一方である。

これは大学も同じである。わたしの勤務

する信州大学は2004年に法人化され、よ

り一層の効率的な運営を要求されている。

研究経費でも科学研究費をはじめとする競

争資金を外部から獲得することが至上命令

である。当然ながら外部資金は、短期間

(3～5年）で費用に見合うだけの効果を求

めてくるので、地道で長期の史料調査力坏

可欠な近世史研究には厳しい面がある。10

年あるいは20年単位で計画される自治体史

編纂が、近世史研究の発展に果たしていた

役割の大きさが改めて実感される（もちろ

んいくつもの自治体史を抱えることの弊害

も少なくなかったが)。
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地主・温泉・佐久間象山

山本英二客員助教授

田庄左衛門家文書目録」その1～4（既刊3

畑が刊行される予定である。

地主制の研究といえば、古島敏雄編「日

本地主制史研究』（岩波書店、1958年）に

代表されるように、戦後歴史学の黎明期を

主導した研究テーマである。戦後社会の民

主化や封建遺制を刺風するための現代的な

課題として近代以降の寄生地主制や近世の

村方地主制などの研究がおこなわれたので

ある。

では半世紀を経て、21世紀のいま、なぜ

地主制研究なのだろうか。乱暴な言い方に

なるが、かつての地主制研究は社会経済史

的な視角から分析し、結果として地主を近

代天皇制を下支えする、あたかも諸悪の根

源であるかのように位置づけていた感があ

る。

しかし綴密な記録史料学による文番蕊理

と目録編成､書籍資料学や美術史学との学

際的な協業による多角的な調査、そして

1990年代以降の近世史研究では、地域社

会論が隆盛を迎えていることも、地主制に

ついて都市と村落の関係を含み込んだ地域

社会総体のなかに歴史的に位圃づけること

が現在では可能になっている。つまり新た

な視点による地主制研究が期待されるので

ある。

ところで日本の近世史が地域社会に関心

を向けるのは、何も今に始まったことでは

ない。たとえば1960年代以降の各都道府

県や市町村単位の自治体史編纂では、「地

方文書」と呼ばれた近世文書の発掘と目録

編成が盛んにおこなわれ、その成果は自治

体史の叙述にとどまることなく近世史研究

はじめに

わたしは、2003～06年度までの4年間、

国文学研究資料館アーカイブス研究系（国

立史料館）による科学研究費補助金基繍研

究B「日本近世・近代の地主・名望家を中

核とした地域史料の総合的研究」（研究代

表・丑木幸男）の研究分担者のひとりに加

えていただき、調査・研究をする機会に恵

まれた。またこの科研費による研究成果は、

毎年定期的に開催される館内の「経営と文

化に関する研究会」でも、科研メンバーに

よる研究報告がなされており、大きな東職

を受けることができた。そして2006年度

は、4年間の調査・研究の総括の年度にあ

たるので、この間に感じたことを簡単にま

とめてみたい。

科学研究受と近世史研究

この科研の研究目的は、近世から近現代

に至る地主・名望家文書という地域史料を

中核にして、記録史料学・書籍資料学・歴

史学・美術史学との学際的な共同研究を実

現することにある。具体的なフィールドは、

17世紀後半から成長し、戦前には長野県最

大の地主となり、貴族院議員を務めた地域

名望家の信濃国高井郡東江部村（現・長野

県中野市）の"田序方術門家である。山田

家文書は、現地の山田家と国文学研究資料

館アーカイブス研究系に、それぞれ保存さ

れている。

また現地所蔵分は、中野市教育委員会

『東江部村山田庄左衛門家文書目録』I～

Ⅲ（既刊1冊）が、アーカイブス研究系所

蔵分は、史料館「信濃国高井郡東江部村山

生活体験と共同調査

自治体史編纂にかわって登場したのが科

学研究費などによる共同研究である。共同

研究は、短期間での成果を要求されること

も問題だが、どうしてもひとつの史料群を

複数で研究する場合、各人の意識が時代に

規定されるため、興味閏心が特定のテーマ

に集中しがちになる。またとりあえず与え

られた課題を消化することで済ませてしま

い、案外と成果があがらない欠点もある。

それに科研では、研究代表者や研究分担者

がいくつも重なると、年度末には報告書執

筆に苦しむことになる。

しかし山田家の調査は、わたしにとって

これまでの共同調査とは違った成果と感慨

をもたらしてくれた。それはほかでもない

アーカ弓'フズ・ニユーズレターNo.62007.35
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詳細に判明する。ここに担当役人の一人と

して佐久間修理こと象山が登場するのであ

る。

営む温泉きっての老舗で、しかも天保年間

の忠右衛門は、娘を失うなどの幾多の困難

を乗り越えながらも、沓野山観・志賀高

卿にある大沼池から用水を引き、新田開

発を進めた郷土の偉人なのである。

もちろん一連の文書には、忠右衛門を取

り巻くこうした情報は一切出てこない。し

かしわたしの生活体験から、その借金が用

水開発に関連することが容易に知れたので

ある。忠右衛門は、借金の返済を延期し、

温泉旅寵を手放さずにすむように様々な努

力を払い、沓野村の村役人も、彼を一貫し

て擁護し続ける。そのため争論は、天保13

年に幕府評定所に持ち込まれた。忠右衛門

は自らを欠落して行方不明であると偽装し、

訴訟には代理人に公事師を立てて、借金返

済の免除を求めた｡結局翌天保14年(1843)．

に、まず50両を返済し、残り100両につい

ては親類の温泉旅寵を改めて家質に入れ、

返済を3年間猶予することで内済となった。

しかし一向に借金は返済されなかったため、

弘化3年に今度は松代藩へ訴訟は持ち込ま

れることとなった。

ちなみに近世の訴訟を研究する場合、原

告である訴訟人と被告である相手方の双方

の史料が残存しているかどうかが研究成果

を左右する。さいわい松代藩の場合には、

国文学研究資料館アーカイブス研究系に膨

大な文書が保存されている。しかも松代藩

の場合、藩政文書のなかに多くの村方文書

が含まれているという特徴がある。そして

弘化3年の山田庄左衛門と忠右衛門の家質

出入一件は、この松代藩文書のなかに残さ

れていたのである。文書（史料Nu$727)

には、家質証文からはじまって、原告・被

告の双方が提出した各種訴状、さらには松

代藩の役人と中野代官所の代官手代の往復

書簡が写し取られている。また稟議書には

担当役人の意見を記した付菱(下荊Jまで

も写されていて、松代藩の意志決定過程が

山田家の立地する中野市は、わたしが生ま

れ育った長野県下高井郡山ノ内町に隣接し

ており、生活体験を持った地域におけるは

じめての研究となったことである。わたし

自身、大学入学以来、目録繍戊をともなう

史料調査は静岡県、山梨具でおこなってき

たし、現在は長野県松本市や木曾地方で調

査を継統しているが、生まれた場所での調

査・研究は、いままでやったことがなかっ

た。やってみて感じたのは、やはり生活体

験のある地域での調査は、単に文書に替か

れている事実だけではわからない、いって

みれば史料の行間を読むことができるとい

うことである。史料に出てくる人名や地名

が調べなくともわかることが史料解読に役

立つのである。いままで調査はできるだけ

主観的にならないで客観的に調査できるこ

とを心がけてきたけれども、村役人の子孫

などがどこの誰で、今何をしているのかを

知っていると、文書群が有機的につながっ

てくるという経験は新鮮だった。

民政家としての佐久間象山

佐久間象山が登場するのは、郡中横目役

(天保14～弘化元年）と三ヶ村（湯田中・

沓野・佐野）利用掛（弧上元～嘉永4年）

に就任しているからである。象山は一般に

洋学者･思想家として知られているが、当

時は、松代藩領沓野山奥御林（現・志賀高

励を学問の実践の場として、湯治客の尿

尿を利用した硝石採集､馬鈴薯や人参の栽

培を試みるなど、天保期における藩政改革

の旗手であった。忠右衛門は用水堰開竪に

より沓野村の新田開発を進めた功労者であ

り、経営する温泉旅寵は象山の定宿のひと

つでもあった。くわえて象山による沓野山

の実地踏査では道案内をするほどの間柄で

ある。当然ながら象山は、忠右衛門擁護の

立場から交渉を進めている。松代藩側は、

忠右衛門にはあちこちに莫大な借金のある

ことを承知しており、もしまた忠右衛門の

偽装欠落が露見すると、すでに示談した他

の借金にまで影響が及びかねないと苦慮し

ている。

象山は、松代藩の稟議書において、「智

者もその後を善くすることあたわず」と

｢孫子』作戦篇の一節を引用しながら長文

の付菱を添付して私見を展開する。金銭貸

借争論の稟議書に、長文の付菱を書き連ね、

あまつさえ漢文の一節、それも兵法書を引

用しているのは、いかにも象山らしい。結

局争論は、弘化3年12月7日に内済とな

り、残金100両を65両に減額し、30両は内

済の当日に支払われたのである。ただ象山

はこの解決方法にやや不満だったが、それ

までの苫心に免じて決定に従ったようであ

る。

ところで象山は、嘉永元年（1848)、藩

山田庄左衛門と温泉旅寵家質一件

具体的な話をすると、わたしが今回の調

査で興味を持ったのは、天保13年（1842）

から弘化3年（1846）まで高井郡東江部

村鰐府直轄御の山田庄左衛門と高井郡

沓野村渋湯組（松代藩領）の忠右衛門との

間で争われた家質一件で、山田家が忠右衛

門に貸した150両が返済不能となり、担保

にしていた温泉旅寵の明け渡しを求めた事

件である。天保末年には、山田家では金銭

貸借の整理を進めていたようで、多くの貸

金出入りが確認できる。

その意味では、この家質一件もありきた

りの訴訟なのだが、沓野村はわたしの両親

の先祖が代々居住したところであり、わた

し自身も18歳まで過ごしたところである。

そうした目で見ると、忠右衛門というのは、

現在でも渋温泉で津幡屋という温泉旅館を

6アーカイブズ・ニュースレク--Mo620073



政改革にともなう収奪強化と度重なる沓野

山検分の人足徴用に業を煮やした沓野村民

による強訴事件（沓野騒動）を引き起こし、

やがて嘉永4年（1851)、三ヶ村利用掛を

罷免される。いってみれば強烈な個性の持

ち主である象山は藩政改革を自らの学問の

実践の場とすることに失敗したのであり、

松代藩における宝暦の藩政改革を主導した

恩田木工のようにはなれなかったのである。

しかしその後の幕末の思想家としての佐久

間象山は、この民政家としての失敗によっ

て生み出されたともいえなくもない。

地主経営と温泉

この一連の訴訟は、視点を変えるとまっ

たく別な慣晒が浮かび上がる。それは温泉

である。山田庄左衛門が、再三借金の担保

として忠右衛門の温泉旅髄にこだわったの

は、なにも旅節の不動産価値だけに理由が

あったわけではない。それというのも、忠

右衛門の旅寵は渋湯組にある温泉寺の借地

に建てられたもので、仮に序方術門が家質

を手に入れたとしても、それは単なる永小

作権を獲得するにとどまる。ではなぜ温泉

なのか。まず考えられるのは、山田家では

地主経営によって集積する小作米などの少

なくない部分を酒造業に回していたことか

ら、醸造された酒の販売先に温泉の湯治客

を想定していたのではないかということで

ある。調べてみると山田家は、享保期にも

沓野村渋湯組（渋温泉）で酒の販売を試み

たことがある。このときには湯治客だけで

なく、遠く国境を越えて買い出しに来る草

津温泉の商人を主な取引相手としていた。

山田家にとって近隣の温泉は、多角的な地

主経営にとって重要なものだったといえよ

う。さらに佐久間象山は、三ヶ村利用掛在

任期間中に、熊の湯温泉を発見している。

この熊の湯温泉は、きれいな緑色の耐眺

素泉で知られる珍しい温泉である。

温泉といえば、山田家力泣地する北信濃

地域は、湯田中・渋温泉、野沢温泉、山田

温泉、赤倉温泉などがある全国屈指の温泉

地帯でもある。ところが温泉という地域特

性を考慮した近世史研究はこれまでおこな

われなかった。というより日本史研究では、

戦前・戦後を通じて温泉史はほとんど顧み

られることのない分野だったのである。と

はいえ最近は医療史や観光史の観点からの

研究が見られるようになってきた（山本英

二「日本源出漁泉史研究の現状と課題」

『民衆史研究』第67号、2004年参照)。戦

後歴史学、なかでも近世史研究は現状課題

の解決を命題とし、民衆側の視点に立脚し

た階級的立場を大切にしてきた。こうした

状況にあっては温泉などは、権力者や富裕

層が楽しむ物見遊山でしかなく、現状課題

に直結しない趣味的なものでしかない。こ

うした空気は、いまでも決して皆無ではな

い。

温泉史研究から地域連携へ

とはいうものの、最近では温泉に関する

歴史研究も重要だとわたしは考えている。

それというのも、法人化された国立大学は、

研究、教育、笥政とならぶ4番目の役

割として地域を掲げるようになってきた。

地域貢献というとおこがましいので、地域

連携といいかえるが、地域にある大学は、

地域にあってこそ大学といえるのである。

信州大学は長野県＝信州で何ができるのか

ということになる。長野県では、1998年

アーーカイフス研究ノーー’

の長野オリンピックにあわせて新幹線や高

速道路などの公共事業が前倒しされ、空前

の規模で実施されたため、オリンピック後

には極端に公共事業が激減し、バブル経済

崩壊もあって、長野県経済は危機的な状況

である。そこで公共事業に依存しない方策

のひとつとして、観光立県をめざすように

なっている。これは日本政府の観光立国政

策とも連動するものである。そして長野県

が観光立県を目指すとき、温泉は必要不可

欠なものとして登場する。そうした意味で

温泉史は、地域連携の側面からも可§誰を

秘めたジャンルなのである。

それだけではない。観光資源にかぎらず、

地域産業の振興などを考えたとき、どこか

成功した地域をそのまま真似しただけでは

決して地域の活性化はできない。やはりそ

こにしかない何かを見つける必要がある。

そのためには地域の個性、すなわち歴史や

伝統をキチンと知らなければならない。そ

して人文学、なかでも歴史学は、人文学的

な手法で地域資源を発見するときに役立つ

のである。

おわりに

現地に保存されている山田庄左衛門家文

書は、古文書とともに土地・建物が中野市

に寄付され、今後アーカイブス恋没として

活用されるべく検討が進められている。近

い将来、山田家文書は北信濃の歴史と文化

を知るうえで重要な役割を果たしてくれる

だろう。そこには創られたものではなく、

そして他にはない確かな地域の歴史と伝統

力轄られ、地域の未来もそこから開けてい

くのだとわたしは確信している。

アーカイフズ・ニュー･ズレターNo.6200737
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ではない。そこで、さきに江川家の歴史を

簡単に記した上で、史料群情報整理の過程

で見えてきた江川家文書の史料群構造の特

質について示したい。

江川家は戦国期に土豪として伊豆地域に

勢力を有し、後北条氏につかえたが、天正

18年の小田原の陣以後は纈II家康に従い、

江戸開幕後は土豪代官として幕領を預かる

官となった。近世の当主は代々太郎左衛門

を名乗り、代官としての履歴は11代に及ぶb

代官の職掌のありようや代官役所の支配機

関としての体制は時代時代における変容を

遂げて行ったが、その変容に江川氏は対応

し、江川家による支配は例外時期を除いて

幕末まで続いた。代官江川氏の支配地は伊

豆国・駿河国・相模国を中心に、時期によ

っては武蔵国・甲斐国にも及ぶ。

天保6年に幕府代官となった江川英龍

(坦庵）は、代官としての職掌のほかに鉄

砲方・海防掛を兼帯し、幕府における西洋

兵制の導入に寄与した。洋式武器製造のた

めの反射炉建設、江戸湾防禦のための品川

台場建造は英龍の代表的事業として著名で

ある。

明治維新後も韮山役所は韮山県ならびに

足柄県の支庁として継続使用され、地方役

所としての機能を閉じたのは明治9年であ

った。最後の代官である江川英武は明治元

年、韮山県知県事に任命されるが、明治4

年には明治政府の命によりアメリカへ留学

し、明治12年の帰国後官僚となるが、職を

辞して韮山に戻り、地域の教育者として生

涯を送った。また、英武の子英文も学者と

して活鰯した。江川家文書は、このような

江川家代々の当主の活動を映す文雷群構成

となっている。

伊豆韮山江川家文書は、まず時代で三つ

に分けて構造把握できよう。①中趣川氏

関係文書、⑳丘世文蟹③丘代江川氏関係

文書である。
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伊豆韮山江川家文書の史料群構造の特質

機関研究員戸森麻衣子
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り冊子型目録が刊行されるほか、国文学研

究資料館のHPにおいて公開される。な

お、すでに2006年3月より「伊豆韮ul汀

川家文書」として江川家文書の目録情報を

WEB上で公開しており、史料情報整理の

進行次第、逐次更新していく予定である。

これまでの江川家文書の整理では、御用

留をはじめとする近世の簿冊型史料の整理

が優先されたと見られ、また、国文学研究

資料館で公開されてきた江川文庫文書の紙

焼き本も同様に簿冊型史料を中心としてい

たために、江川家文書は簿冊を中心とする

文惑群“と認識されていた向きもある。

しかし、今回の悉皆調査を経ることによっ

て、多数の書付型史料の存在が明らかにな

った。江川家文書の総点数はいまだ未確定

であるが、すでに史料情報整理が終了して

いる総点数2万点余のうち、簿冊はその20

パーセント程に過ぎず、他の大多数は書付

型史料であるという形状上の特徴を有する。

次に史料年代であるが、これまでは、近世

江川氏に研究上の強い関心が向けられたこ

とから、近代史料についての情報が把握さ

れていなかったが、今回の調査によって近

代江川氏代々の当主の活動を示す多数の史

料の存在が確認された。なお、近代史料に

ついてはまだ整理が終了しておらず、今後、

継続調査予定である。

江川家文書は、文部省史料館への寄託以

前は江川家が個人で保存・管理してきた文

書群であるが、江川家の家文書のみで構成

されているわけでなく、近世・近代におけ

る地方役所文書や江川氏が関与した諸組織

の文書も混合されており、その構造は単純

国文学研究資料館アーカイブズ研究系で

は2005年度より、静岡県伊豆の国市に所

在する財団法人江川文庫との連携調査を実

施してきた。江川文庫は江川家に伝来した

古文書をはじめとする歴史資料を保存･公

開するために設立された財団である。江川

家の古文書の一部6000点余は1955年から

1967年まで国文学研究資料館の前身であ

る文部省史料館に寄託・保管されていた。

しかし、1967年における財団法人江川文

庫の設立に伴い、寄託が解除され、出所で

ある伊豆韮山へ文書は戻された。それ以後

は江川文庫により史料の保管・整理が行わ

れてきたが、収蔵文化財の全体像を把握す

ることにより江川文庫史料の価値を再確認

しようという目的から、文ｲ”び静岡県・

静岡県伊豆の国市の補助事業による史料の

悉皆調査が2002年度以降実施されてきた

(古文書の外にも、江川家伝来の書画・工

芸・典籍類の調査もあわせて行われた)。

この先行する史料調査との協業という形で

国文学研究資料館による江川文庫との連携

調査は開始された。なお、国文学研究資料

館と江川文庫は、かつて十数年間江川家文

書が当館に寄託されていたという繋がりの

みでなく、国文学研究資料館では江川文庫

文書の一部をマイクロフィルム収集し、紙

焼き冊子で公開することにより、江川文庫

文書を利用した学術研究の進展に資してき

たという来歴を有する。

国文学研究資料館では、江川家文書の史

料情報採集作業のほか、史料情報の整理・

編成を江川文庫との協力のもとに進めてき

た。整理された史料群情報は、静岡県によ

8アーカイフズ・ニニーズレターNo.620073



①中世江川氏関係文書はごく少数で、江川

家においても古い先祖ゆかりの文物として

軸装等に改められて大切に保管されてきた。

“代江川氏文書は点数としては多いもの

の、内容は江川氏の家文書ということで全

体を括ることが出来る（ただし、明治9年

以後の文書が該当する)。①中世江川氏文

書ならびに③近極川氏文書と比較すると、

江戸時代から明治初年にかけてこの江川氏

の居住する韮山屋敷に蓄菰された史料群の

構造は複雑である。

近嘩川氏は幕府代官という属性を有す

るのみでなく、幕府旗本の一員でもあり、

また江川英龍以後は、加えて海防掛や鉄砲

方などを兼務した。中世韮山城の古跡の山

裾におかれた韮山屋敷は、旗本江川氏の私

邸であるばかりでなく、幕領韮山代官所の

役所空間も備え、また、坦庵が高島秋帆か

ら伝授された西洋流砲術を指南する教場と

しての織陰も有した。また鉄砲方の拠点と

して、担当役人の指揮・管理のもと反射炉

や武器の製造は進められた。また明治維新

後、韮山代官所の役所空間は韮山県・足柄

県の地方役所としてそのまま利用された。

このように、複数の組織力霊山屋敷という

ひとつの空間に包含され、それぞれが文書

発生聿体として機能していたとみられる。

しかし、かつては組織単位に管理されてい

たと見られる文書が、現在は混合された状

態で伝わっており、その現状が江川家文書

･の組織構造把握を困難なものとしている。

近世文書の中核は幕領韮山代官所文暦で

ある。ちなみに、現存する江川邸の主屋部

分は旗本江川氏の私邸として利用された空

間であり、幕領支配事務を取り扱った役所

建築は、主屋のj晒側、現在では梅林とな

っている場所に離れとして存在した。「韮

山町史』12巻416ページにその執務空間の

様子が描かれた絵が掲戦されており、この

建物で手附・手代は書類を調え、宿村役人

の訴えを聞き、犯罪人の取調べを行ったこ

とがわかる。絵に役所書類の保管状況は示

されていないが、この執務空間につながる

部屋に先例等を参照するための書類が保管

されていたと考えるのが妥当であろう。

代官の下吏である手附・手代は担当制を

とって支配事務を分担した。とはいえ、こ

のような掛体制が整備されたのは近世後期

に入ってからで、近世前期はことなる仕組

みで役所運営がなされていたと見られる。

しかし、残存する韮山代官所文書の大部分

力角近世後期に作成された文書であることか

ら、掛単位の文書管理力噴徹していると仮

定して韮山代官所文書を各掛単位に分類・

把握してみたい。各掛に対応した文書群の

シリーズ分類として「地方｣「公事方｣「勘

定方」「島方」「江戸役所」「出張陣屋」「代

官所役人」「郷士・地役人」などが想定さ

れる。

「地方」は代官役所業務の中核部分であ

る。支配地からの年貢諸鶴収、江戸への

廻米・金納に関する文書をはじめ、支配地

の宿村の状況を把握するために備えられた

村明細帳・宗門人別帳などの書類がある。

また、目立つのは郡中入用の運用にかかわ

る書類や宿村への貸付金関係書類、支配地

内で実施された河川の御普請にかかわる記

録、御林の利用に関する記録である。なお、

宿村貸付金には時代や貸付金運用のしくみ

の違いによりさまざまな貸付金制度があり、

その判別は容易ではない。

「公事方」は民事・刑事事件や裁判関係

部門で、村方から代官所に届けられた届書

類と、その届に基づいて事件の措置につい

て幕府勘定奉行所に立てた同書類・届書類

とに大きく分かれる。「公事方御用留」「被

仰渡留」「置証文留」「申渡留」「請証文留」

は、公事方の担当者が後の参照とするため、

事件や裁判の処理過程ごとにわけて文書を

写して留めた簿冊である。

P"カイブス研冤〆ノー?、

「勘定方」は役所会計部門である。勘定

方担当者は御用金や代官所運営資金として

幕府から交付された「諸入用」の使用を記

録し、金銭出納の管理を行った。なお、御

用金や諸入用は韮山役所のみでなく江戸役

所でも扱われているので、その両役所間の

調整や帳簿管理がどのように行われたか考

える必要がある。

「島方」は伊豆諸島の地方支配にかかわ

る部門である。伊豆諸島については本土の

宿村とは異なる支配形態を取っていたので、

｢地方」の一部門ではなく、独立の部門と

把握した。「島方御用留」という名称の御

用留書類を別途作成していることからも独

立性をうかがい知ることが出来る。

「江戸役所」「出張陣國はその名の通り、

江戸役所や出張陣屋で作成された書類の一

群である。役所を引き払う際に韮山へ送付

したと見られるが、残存点数は多いとはい

えない。また、韮山役所と江戸役所の往復

書類をまとめた簿冊が数種存在し、役所間

の連絡を扱う担当者が定められていた可能

性もある。

「代諦役人｣畷吐･耀人」は､手附・

手代･替役や武家奉公人の身分や待遇・取

り締まりについて記した文書群と見るが、

担当者が置かれていたかは不明である。

以上のほか、置金・置米関係事項、韮山

役所農兵関係事項、愛鷹牧関係事項を記し

た文書の一群の存在力潔められる。

韮山を拠点とした地方行政は明治10年前

後まで継続し、韮山役所の役所機能も明治

9年まで引き継がれた。韮山県役所（明治

元年秋より明治4年11月まで)、韮山県が

合併された足柄県の支庁としての使用であ

る。この時期の行政文書には近世との連続

性がみられるが、組織改変を経ているので

別途把握した方が適当であろう。

先に述べたように、江川太郎左衛門英龍

の反射炉建造や品川台場建造は兼帯役にお

アーカイブズ・ニユーズレターNo.62007.39
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を代表とする近世の歴代ml1家当主のほか、

江川氏の西洋砲術伝授や武器製造事業に参

加した人物の事績を顕彰するためにまとめ

られた家史編纂物の存在である。また、江

川英武のアメリカ留学関係史料も大切に保

管されてきたと見られ、充実している。

伊豆韮山江川家文書は、幕府代官所文書、

海防掛・鉄砲方文瞥、旗本文書の複合が見

られるという点で特に近世文書にその文書

群構造における特質を有すると評価できる。

しかも、上記各組織の文書がほぼ同等に残

存しているという点で他に例のない史料群

構成となっている。江川家文書を利用する

際には、その文番が江川氏のどの活動に即

して作成されたか押さえたうえで読み解く

ことが必須である。そのための前提として、

今後の文書整理の進捗をふまえ、江川家文

書の史料群栂造をより精綴なレベルまで確

定していく必要があろう。

家系図といった中核文書のほか、家督、親

類･家臣などに関する文書､菩提寺本立寺

ける職務のひとつとして実施されており、

海防掛､･鉄砲方関係は代官関係とは5噸を

立てる必要がある。海防掛関係では担当役

人がまとめた簿冊として「御備場御用留」

があり、ほかに海岸巡見関係史料や船舶建

造関係史料が存在する。鉄砲方では部門の

記録として作成された「鉄砲方御用留」

｢高島流砲術御用留」のほか、反射炉や鉄

砲･大砲製造関係史料がみられる。なかで

も鉄砲・大砲製造の図面史料がまとまって

いる。西洋砲術指南のために韮山で開かれ

た韮山塾江戸で開かれた縄武館の門人帳

や砲術指南関係書籍もこの部門に含まれよ

う。なお、海防掛・鉄砲方の運営を担った

のは、韮山代官所付属の手附・手代とは形

式上別組織の人員、すなわち鉄砲方手代や

江川氏の直臣を中心とする構成であったと

みられる。

また、旗本江川氏としての活動を示す文

書は代官文書と分けて捉える必要がある。

関係文書､冠婚葬祭関係等の史料群が存在

する。また、一般に旗本は知行所から納入

される年貢米金を収入としているのと異な

り、江川氏の場合、韮山屋敷の周辺に「御

囲地」と称する地所を所有し、金谷村最大

の地主として存在していた。金谷村の村政

文書が江川家文書中にあるのはその理由に

よる。家政に関しては、衣食住の消費を記

す帳簿類や家計管理を記録する諸書類の存

在が認められる。ほかに、歴代当主による

役務以外の活動にかかわって蓄祇された文

書群が存在する。典籍類、和歌・漢文等の

文化的素養に関する史料がこれにあたる。

近代江川家文書は旗本江川氏文書を基本

的に継承した史料群構造となっている。す

なわち、金谷村の江川家所有田畑山林に関

する文書の一群、家政・家計に関する文書、

家族・冠婚葬祭関係文書などが存在する。

近代江川家文書で特徴的なのは、江川英龍江II陣…としては由緒笹･毎剛罫。

● 「伊豆韮山江川家文書データベース」を公開しています

今http://aI℃hives.nijl・ac・jp/db/intemal/EGAWA-FNDN/egawaPDB=top・htm

｡「伊豆韮山江川家文書データベース」ホームページは（財）江川文庫と国文学研究資料館の協力関係のもとに公開されるもの

です。資料の整理、情報の集約は、文化庁及び静岡県・静岡県伊豆の国市の補助事業である江川文庫古文書史料調査と、（財）

江川文庫・国文学研究資料館などとの協業によります。また、データベース作成には人間文化研究機構本部の助力を得ました。

･江川文庫での資料閲覧については、現在総合調査を進めており、公開体制が整うまで、当分の間お待ち願います。なお、国文

学研究資料館では古文櫓類の一部を写真（紙焼）にて公開しています。

｢伊豆韮山江川家文書データベース」ホームページの構成

○目録ナピゲーション：概要から各部分一覧へ

○江川家文書目録（目録全文）

○江川家文書画像データコレクション

○(参考）国文学研究資料館史料館マイクロフィルム収集資料目録

〃アーカイプズ・ニュースレターハlo.62007.3



i北朝鮮に残された日本資料

※国立公文書館所蔵℃…塵……謡謹★｛見る戦後東アジア
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2006年2月・9月・2007年1月の三度に

わたって米国立公文書館において朝鮮統治

時代の日本側史料の調査を行った（調査参

加者：安藤正人・加藤聖文・栗原純・林雄

介・谷ヶ城秀吉・通堂あゆみ・中尾道子・

砂田篤子)。主な調査対象となったのは、

"CapturedKoreanDocuments"(RG

242）という史料群であった。

この史料群は、朝鮮戦争の最中に米軍が

押収した蹴鮮側の記録である。中心とな

るものはj蹴鮮の政府・党・軍が作成した

文書と刊行物（雑誌・新勵であるが、そ

のなかに混在するかたちで日本統治時代の

刊行物、さらには」鰯鮮で作成された文書

の一部には日本統治時代の文書が反故紙と

して再利用されたものが散見される点で興

味深い史料群となっている。

調査自体はまだ完了しておらず、全体で

1299箱を数える史料群の内、約500箱の調

査が完了したに過ぎない。この史料群は、

北朝鮮建国初期の国内統治体制の形成過程

と朝鮮戦争における北朝鮮軍の動向力頚え

る極めて貴重な記録である。すでに、韓国

の国史編纂委員会などが調査を行っており、

韓国現代史研究者の間では知られたもので

あるが、そのなかに混在する日本資料につ

いては、韓国現代史とは関係が無いためほ

とんど注目されてこなかった。このような

事情から史料が持つ重要性を鑑み、本稿で

はいくつかの事例を中心とした中間報告を

行う。

まず、混在する日本資料のなかで刊行物

を取り上げてみる。典型的な事例と考えら

れるのは、「昭和九年朝鮮経済年鑑』

(BoxNo.1004)である。この年鑑は、

表紙を開くと「新義州商工会議所第121

号昭9.1.16□」の蔵密印があること

から、もともとは新義州商工会議の蔵書

であったことがわかる。さらに、次のペー

ジを開くと「外務局蔵書」という蔵書印が

押されている。これは北朝鮮外務局の蔵書

であったことを示している。そして、最後

の裏表紙には、「SHIPPmGADVICE

#2011BOX#31TEM#10」と「Batch

No.278ItemNo.50」の印が押されてい

るが、これは米軍によって押収されてから、

ワシントンへ送られた際の整理番号である。

この三種類の印から、日本時代に新毒洲

商工会議所が所蔵していた書籍が敗戦後に

j翻鮮政府に接収され（ソ連軍が介在して

いたかは今後の課題)、その後朝鮮戦争の

勃発によって米軍に占領された際本来は

日本の書籍だったものが北朝鮮の書籍とし

て米軍に押収されたという歴史的経緯が読

み取れよう。ちなみに、朝鮮戦争で押収さ

れた記録は、東京を経由してワシントンへ

送られていたが、その際に後述するような

資料の混在が発生していた。

もう一つ、「漠北と南海一アジア史にお

ける砂漠と海洋一』(BoxNo.1006)と

いう一般書は、「平安北道庁地方課内紀元

と「外務局蔵普」

の蔵瞥印、「SHIPPmGADVICE#2011

BOX#31T皿Ⅵ#24」・「BgtEhNo､232

ItemNo.39」の整理番号が押されていた。

これは道庁の蔵書が北朝蝿府へ引き継が

れたケースである。

j翻鮮外務局の蔵書には、このような団

アー方イフズ研究ノー「～

体や公的機関の蔵書以外にも、個人が所有

していたものも含まれていた。例えば、

『朝鮮の経済』(BoxNo.1007)は、「松

本蔵書」の印があることから個人が所有し

ていたものと思われる。

この他、「康微、年版満洲開拓年鑑」

(BoxNo.1004)は、当時の中朝関係を

顕す興味深い事実を明らかにしている。こ

れは表紙に紙が貼られており、それには本

書は外務局が「中国同志」から「当分間借

用」したものであるので保管には十分気を

つけるようにとの注意書きが記されていた。

この一冊から、満洲国時代の書籍が中国共

産党から北朝鮮へ貸し出されていたという

朝鮮戦争前夜の中朝関係の一端が窺えよう。

また同時に、なぜ北朝鮮がこの年鑑を必要

としていたのか考えさせる史料となってい

る。

紹介した書籍は、国内で見ることのでき

ないような貴重な「資料」とはいえない。

ただし、そこに刻印されている蔵書印から

戦後東アジアの激動の一端力頚える貴重な

｢史料」となっている。

また、この史料群には、書籍以外にも日

本統治時代の公文書が混在している点が特

徴である。ただし、日本統治時代の文書そ

のままではなく、文書の裏面を再利用した

いわば「紙背文啓」のようなものと考えた

方がよかろう。

こうした紙背文書（未使用のものもあれ

ば使用済みのものもある）は、現在調査し

ただけでもかなりの数を確認することが出

来た。

使用されている用紙も多種多様であり、

元は「陸軍」や「金融組合」の罫紙であっ

たものの他、「軍事扶助調書（魚郎面長か

ら威鏡北道知事宛)」・｢入営応召軍人家族

名簿｣・｢要頼痘者名潮といった表題のつ

いた未使用文書を活用したもの以外にも、

｢紙数表紙ヲ除キ九拾枚威鏡地方法院長」

アーカイブズ・ニユースレターNo.62007.3"
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という厚手の表紙をそのまま表紙として活

用した簿冊（中身の文書は全く異なる）も

ある。

また、すでに使用されていた文書も菰極

的に再利用されたようで「民籍簿（瑞興郡

梅陽面」や「支出決議書（江原道山林会

麟蹄郡支部)｣、さらには麟蹄郡および麟蹄

郡農会の舜番も複数発見できた。この

他そのまま実際の電報に使用されていた

｢電報送達紙」や「寄留呈報」という満洲

国から朝鮮の役所に送られた文書なども見

られた。

これらの文轡は、もともとの簿冊が解体

されて一枚一枚バラバラにされ、公文書・

印刷されたビラ・中表紙・下書・メモなど

様々な形で再利用されていた。

日本時代の簿冊が解体されずにそのまま

残存していたケースは今のところ「除籍簿」

(箕林里）のみである。その他には「郵便

所庁舎写真帳（平jD平壌郵便局」という

生写真を貼った写真帳が一冊あった。

こうした断片的な情報から窺えることは、

日本統治時代の文書で北朝鮮に引き継がれ

たものが以外と多くあり、それら力潮鮮戦

争勃発までの間に様々なかたちで再利用さ

れていったという事実である。敗戦時の焼

却という短期間で捉えるのではなく、日本

統治の記録の喪失は、戦中から戦後の一時

期までという長い期間のなかで捉え直す必

要があろう。

なお、押収された北朝鮮の公文書を見て

みると日本時代の公文書の様式を踏襲して

いるものを多く見つけることが出来る。

｢公文書発送簿｣・｢発送文書綴」と題され

た文書綴の構造や決裁文書・通達文の様式

などはほとんど日本の公文書と同じである

(表紙写真参卿。これは、北朝鮮に限らず

韓国でも1960年代まで見られる傾向であ

るが、こうした日本型の文書管理制度がど

こまで影響を与えどの時期まで続いていた

I2アーカイブズ・ニユースレターMc62007.3

のかを明らかにすることは、東アジアとい

う広い視野から近代以降の文書管理制度、

さらには近代官僚制度を捉え直すことにも

繋がろう。

このように、この史料群は単なる』翻鮮

の記録というだけではなく、日本とも関わ

りの深い文番を含んだ構造になっているが、

それ以外にもこれまで知られてこなかった

重要な文書を含んでいた。それは、この史

料群が前述したように東京を経由してワシ

ントンへ送られた過程で全く関係のない文

書が混入する結果をもたらしたことが直接

の原因となっている。

ゴ蹴鮮で押収された文書に混入した全く

無関係な文書は、東京で収集された日本の

文書、しかも軍事関係を中心とするもので

あった。これは、とくにソ連関係の軍事情

報が中心であったことから、特定の目的に

よって集められ、第一復員省を経由して米

軍へ引き渡されたものと推測される。

米軍による押収ではなく、引き渡しであ

るとする根拠は、戦後の第一復員省文書も

含まれることと、第一復員省の資料課が

GHQの指令によって対ソ関係の軍事情報

を積極的に集めていたことを示す文書も含

まれているからである。また、その過程に

は対連合国軍陸軍連絡委員長であった有末

精一を中心とした有末機関が関わっていた

ことも窺える。

この一連の文書が混入した経緯について

は改めて検討を行いたいが、収集された文

書は戦時中から戦後にかけてのものであり、

そのうち敗戦までの文書は、下記のような

ソ連軍に関する文書が中心であった。

。｢極東二於ケル「ソ」軍ノ兵力配置表」

（1945年8月10日）

。｢｢ソ」軍現用牽引車性能概見表」（1945

年1月末：大本営毒譲豹

。「日ソ戦綴」（1945年8月9日：大陸第

五課）

。｢赤軍将官数一覧表」（1944年8月1日）

･｢｢ソ」軍編制関係略語表」（1941年7月

2日：参謀本部）

･｢…方関係図表」（1938年1月23日：

関…御

つぎに、敗戦後に作成された文書は下記

のような戦時中の日本の軍組織に関する情

報などであった。

。｢軍務発第七一六号特別勤務機関二関

スル資料送附ノ件」（1945年10月1日：

陸軍省軍務局長より有末機関長宛）

。｢｢ｿ」轆郵隈僻梢報ﾉ収集要領函」

（1945年12月11日：第一復員省）

。｢終速報甲第三○七号（第一項ノ（イ)）

二基ク在「ハルビン」日本特務機関ノ機

能及方法二関スル報告」（1946年4月27

日）

。｢第四○八号終戦二際シ瑞典武官室ノ

状況報告」（1945年9月18日：瑞典公使

館附武官より次長宛）

上記の文書（全体の中の一部）は第一復

員省において収集されたものであるが、戦

後の対ソ情報をめぐる旧陸軍と米国との関

係が窺える点で興味深い史料といえよう。

この他にも「昭和十七年金容珪治安維持法

…嶬書」罐川県謡I…・

｢外牒容疑者名簿｣・｢在留露国人調」など

神奈川県下で作成された各種審察関係文番

や「昭和二十年度発来翰書類綴」（長崎地

区憲兵隊）といった押収されたと思われる

文書も混在する。

今回は調査が完了していないため史料群

の紹介にとどめるが、今後はすべての

BOXを精査した上でこの史料群の構造を

明らかにし、史料群形成の過程を明らかに

してゆきたいと考えてる。



｢阿波国蜂須賀家文書｣幕末･明治期史料の公開I

旧一具雪雪雲雪雲寧雪皇幽'鴛竺空I
今回当館アーカイブズ研究系では、「阿

波国蜂須賀家文書」のうち、幕末・明治期

を中心とした史料を閲覧に供することにな

ったので、若干の紹介を行いたい。

当館所蔵の蜂須賀家文書は、近世大名家

の内部構造や領地支配の実態などを知るこ

とのできる貴重な文書群である。旧文部省

史料館時代の昭和27.28年度に主要なも

のが購入され､『史料館所蔵史料目録第4

集」（昭和30年）（以下『目録｣）が刊行さ

れることで、一般に広く公開されてきた。

その具体的内容については、同目録の解題

が詳しく、簡潔に知るには当館編「史料館

収蔵史料総覧』がある。後者によれば、蜂

須賀家文書は、主として①蜂須賀家の家文

書、②藩庁文書､③家臣関係文書､④家史

編纂史料（未整画とされている。今回閲

覧に供するのは、④を中心とした文書群で

ある。

一般に明治中後期には、明治維新におけ

る藩藩主の事績を編纂する事業が多くの

旧大名家で始められ、中には昭和戦前期ま

で続けられたものもある。その間の事情を

簡単に説明しておく。明治21（1988）年7

月に宮内省から島津・毛利・山内・水戸徳

川家の当主にペリー来航から廃藩置県にい

たる国事の記録調査が命じられた。それを

契機に、翌年には島津を中心とした旧雄藩

主らによって、旧大名諸家の連合による幕

末維新史料調査団体である史談会が結成さ

れた。当時の蜂須賀家当主であった蜂須賀

茂詔は、史談会の幹部として他の旧藩主と

ともに、「明治中興史」編纂を宮内省に働

きかけるなどの運動を行っている。そのよ

うな背景もあり、蜂須賀家では少なくとも

明治24年には「国史編纂材料御蒐集」のた

め、旧藩士に対し、当時の事実記録の提出

を命じている。

一般に、旧藩の家史編纂事業は、予算の

関係などから、事業のなかばで頓挫したも

のもあり、また完成しても刊行にいたって

いないものも見られた。しかし戦後になり、

各地の博物館や県などの文化振興事業の一

環として、戦前における成果が刊行されて

いるのは喜ばしい。例えば「肥後藩国事史

料』、「鹿児島県史料斉彬公史料』、『同忠

義公史料』、「山内家史料』、「贈従一位池田

慶徳公御伝記』など、今現在も第一級の資

料として広く研究などに用いられているも

のも少なくない。

また、一方でこの蜂須賀家文書のごとく、

家史として体系的な形として完成はせず、

また刊行にもいたらなかったが、そのため

の史料が膨大に残されている例は少なくな

く、大変重要なことである。

幕末の蜂須賀家、阿波藩は11代将軍掴II

家斉の22男である斉裕を藩主に迎えた関係

で、家門大名並の家格を持ち、中国諸藩と

連携して国事運動に種極的に参加している。

さらに、明治初年には廃藩をめぐる政局の

中で、藩主茂紹が重要な役割を果たしたこ

とが近年知られるようになった。しかし、

刊行されている史料がほとんど皆無に近い

ため、具体的な研究はなかなか困難であり、

阿波藩や蜂須賀斉裕・茂詔などの動きも一

般的には十分知られていない。それゆえに、

未刊（未完？）の家史編纂事業に関わる史

料が存在することは重要な意味を持つ。

~F--Z,イフス馴究"/･一心、

これらの旧藩の編纂史料は、幕末から明

治にかけての大名家と藩の国事活動に関わ

る史料を幅広く渉猟しており、幕末・明治

期の政治史や旧大名家の研究にとって史料

の宝庫と言うことができる。特に、近年幕

末から明治にいたる、薩長以外の諸藩の動

向や役割などが注目されていること、さら

に旧大名家における家史編纂事業の実態が

着々と明らかにされつつあることなどを鑑

みると、この蜂須賀家文書の幕末・明治期

史料が公開されることは、大いに意義があ

ると言えよう。

実は、この幕末・明治期史料の存在は、

当館の館員であった故鎌田栄吉氏がその一

部を世に紹介したことで、維新期の研究者

の中では、注目されていた史料群である

(『文部省史料館報』第六号、昭和43年)。

｢目録』には「史料雑纂鯛として、解題

において紹介されていたが、史料番号の識

別に不備があったため、閲覧に供されない

状態になってしまっていたのである。

旧文部省史料館では、蜂霊文書は昭和

27．28．38年の3度に分けて鯛入してお

り、「目録」の中心を占めたのは27年と28

年の贈入分である。因みに38年分は、「蜂

須賀家文書」の一環を構成するものとして

購入されたものだが、内容は家臣である賀

嶋家の文書である。また、同じく38年には

旧蜂須賀家家臣であり、維新後に内務省御

用掛や東京帝国大学講師を歴任した、4杉

橿邨力境集した阿波国に関わる古文書、古

記録を購入している。従って、当時史料館

は蜂須賀家文書を合わせ、昭和20年代から

30年代にかけて広く阿波国に関する史料を

蒐集していたことになる。

今回改めて公開される幕末・明治期史料

は昭和28年の第2期の購入時に含まれて

いたものであり、何らかの理由で目録への

収録が見合わされたものである。昭和28年

の「学術史料蒐集簿」によって第2期の購

アーカイブズ・ニューズレタ--No.62007.313
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入史料リストを確認したところ、全197点

のうち、Nql29以降に幕末・明治期史料が

多く含まれているのが分かり、Nql28との

間に鉛筆で区切りを示す波線が引かれてい

ることが確認できた。したがって、特定の

意図をもって、幕末・明治分の収録を見合

わせたのは明らかである。

しかし、その一方で第2期購入分のうち

の数点の幕末・明治期史料が『目録』に収

録されている。先の「学術史料蒐集簿」を

見ると、Nnl48の「筑波山戦闘記」という

史料タイトルの部分に「→1488」と鉛筆

書きがあり、「目録』で確認すると、まさ

しくNnl488が同記録であった。その他に

も同じように、「蒐集簿」のNql29以降の

11点（幕末関係、明治の家政関係など）が

抜き出されて「目鋼に収録されたことを

示す鉛筆書きがある。この選月憶図は今の

ところ判然としない。

今回閲覧に供する史料は全部で346点で

あるが、それは目録上のタイトルの総数で

あり、1タイトルにつき数点が含まれるも

のもあるので、実際は数倍の数になる。内

容は大きく分けると①幕末政治関係、②明

治初年の藩政改革や学校関係､③明治期に

作成された旧徳島藩士の履歴害（家史編纂

事業のために旧藩士が自ら作成・提出した

もので「成立書」などと言われる)、④蜂

須賀家の家政に関わる史料群に大別できる。

①~③の史料群は、家史編纂事業において

数冊の竪帳その他が合綴されたものであり、

そのため内容を細かくみて、1点毎に細分

化してゆけば、相当の分量となる。また、

写本と共に多くの原文書が綴り込まれてい

るのも貴重である。その一方、④の家政関

14アーカイプズ・ニュースレター・NC62007.3

係の史料は1点ものが多い。これは明治期

の華族の生活や邸宅、財政状況を知りえる

ものであるが、今回の仮目録作成において

は、数があまりに多いため、何点かでひと

纏めにしているものも多い。したがって、

閲覧に際しては1点毎に注意深く精査され

ることを希望する。なお、今回併せて蜂須

賀家の芸能関係の史料164点と、近世期の

史料3点を新たに公開する。これらは昭和

27年度に購入されたものであるが、やはり

何らかの理由で『目録」への収録が見送ら

れたものと推測される。

また、蜂須賀家に関わる史料は、当館の

ほかにいくつかの機関に分離されて所蔵さ

れている。その内容についてはいまだ充分

な調査は行っていないが、最近公開された

ものの中では、徳川林政史研究所所蔵の

｢蜂須賀家文書」が注目される。同所作成

の目録によれば、公開史料は133点であり、

当館所蔵のものと同様に、何点かの写本や

原史料が合綴されたものが多いので、枝番

号形式をとれば数倍の点数になるであろう。

ここで林政史所蔵史料の形態、内容を簡

単に説明しておくことが、後便となろう。

史料の特徴としては、上記のように数点毎

に合綴され、1点の竪帳に仕上げられてい

る点、多くは筆写史料であり、「徳島藩」

や「蜂霊｣、「澄水館」などの罫紙を使用

している点、合綴してある竪帳の表紙に、

史料タイトルや内容を記した付菱がある点

など、当館所蔵の家史編纂関係史料と共通

した性格のものが多い。ただし、当館所蔵

史料の方が、板紙（当館鯛入前から付され

たものと推定）によって、合綴した史料の

両側を綴じているのに対し、林政史所蔵史

料は、同所が購入後、整理の段階で手を加

えてきれいに装丁しており、合綴された史

料ひとつあたりの、もとの史料の数も当館

所蔵史料より少なく、そのため外見もそれ

ほど厚くないという違いがある。

次に内容であるが、時代的には近世全般、

さらに幕末、維新期に及んでおり、阿波藩

や蜂須賀家に関わる記録類が多くを占める。

特に、明治初年の藩政改革や幕末以降の農

兵関係史料は内容も充実しており、当館所

蔵史料と併せ見る必要がある。また、当館

所蔵史料の注目すべきものとして、前述の

藩士の成立書があるが、林政史所蔵史料で

は、藩士より、藩主家の家譜類や系譜類が

充実していると言えよう。また幕末期の史

料で当館所蔵史料と重複したものが1点あ

る。他にも「目録』に収録された、いくつ

かの風説、風聞史料と同様の竪冊の原史料

もあり、特に「維新関係史料」と題された、

25冊の万延から慶応期にかけての政治情報

を収録した風聞関係の史料は注目される。

タイトルは、明治期になって付されたもの

であるが、内容は原史料であり、藩の公的

なものか俄に判断できないが、中央政局に

関わる重要な情報を多く収めている。

総じて林政史所蔵史料は、当館所蔵史料

と密接に関連する史料群であることが判明

した。当館所蔵史料と併せ用いることで、

近世から明治期にいたる蜂須賀家や藩政の

動向、さらには家史編纂事業の実態を知る

ことのできる好史料である。今後他の機関

に分離しているものも含め、蜂須賀家とい

う旧大名家の史料の全体像が明らかになれ

ば、文書群の構造も明らかになるだろう。

関係機関の協力に期待したい。



1はじめに

昨夏国際アーカイブズ評議会建築記録

部会編『建築記録アーカイブズ管理入門』

が、安澤秀一氏の訳によって、書騨ノワー

ルから刊行された。アーカイブズ学から建

築資料を論じた書籍として、今のところ日

本語で読める唯一の書籍である。

評者(倉方）は建築史学を専攻し、日本

近代建築史を専門に研究を行っている。明

治～昭和初期に活躍した建築学者･伊東忠

太（1867～1954）の研究などを通して、

未発表資料の発掘・整理に携わったことか

ら、アーカイブズ学への関心を増した。

(財）日本建築学会内に設立された建築ア

ーカイブズ小委員会に参加した関係で日本

アーカイブズ学会に招かれ、安澤氏と知己

を得て、翻訳に助言を行なう機会を与えて

いただいた。原著と訳書を通じて多くの知

識を吸収し、アーカイブズ学の体系性と実

務性をいっそう認識させられた者の一人で

ある。

本書を総論すれば、建築記録に関わる実

務面を中心として、記述は広範囲に及び、

広くアーカイプズ関係毒建築関係者に寄

与する待望の一瞥ということになろう。ア

ーカイブズの軒3家でない評者にとって、

要点がコンパクトに集約されていることは

大変にあり難く、少なからぬ新知識も得る

ことができた。評者が本格的な書評を展開

することは、能力の範囲を大幅に超える。

したがって、本欄では本書の概要を述べ、

あわせて牡）日本建築学会内に設立され

た建築アーカイブズ建築4雲員会の取組み

を紹介することとしたい。

録部会編、安澤秀一詠

門』（書騨ノワール、2006

変 朝

r句
『』

2報の概要

本書は国際アーカイブズ評識会(ICA)

の中に組織された建築記録部会の討議を経

て2000年に刊行されたものの日本語訳で

ある。本論は7章からなり、建築記録の種

類、収集の原則、評価・選択・処分の方法、

物理的な整理の手続、リストの作成、保存

修復、公開の手続きなど力輪じられている。

新たに加えられた訳者による序輪は本書の

全体構成を示し、平易な導入の役割を果た

している。末尾に追加された、安澤秀一

｢解題電子記録管理論への誘い」は、独立

した論考としても重要な内容であり、最新

の知見によって本論の補完としての役割も

果たしている。以下に目次を掲げる。序言

序文序論第1章建築記録の類型第2

章取得原則、基準と方法論第3章評価、

選択､処分第4章建築記録の配列第5

章建築記録の記述第6章建築記録の物

理的保存処理第7章閲覧と普及：研究

と展示建築アーカイプズ専門用語集参考文

献解題電子記録管理論への誘い訳者あ

とがき

3アーカイプズの基本原則と建築資料

本書が、評者のようにアーカイブズ学に

馴染みが薄い者を安心させるのは、アーカ

イブズ整理の基本原則はそれほど複雑でな

いことだ。読者にとっては周知の事実とも

思われるが、それを改めて述べて、評者の

理解を示したい。

建築資料を含む、すべての資料整理の方

法的な枠組みは二つの簡単な原則に則って

いることが、本書の第1章をはじめとした

)'－－カイフズ研究吐刷

各所に示されている。

一つは「出所感ﾘ」である。これは資料

を、それを作成､保管してきた組織体ごと

に捉え、一つの出所を持つ資料群は、他の

出所を持つ資料群と混同して整理してはい

けないということだ。

もう一つは「原秩序尊重の原則｣。これ

は資料のもともとの編成を尊重して、でき

る限り残すことを求める。具体的には、袋

に入った文書、ファイルされた書類、紐で

くくってある帳簿類といった保存形態の現

状をむやみに変更しないということである。

こうした原則は評者の研究経験と照らし合

わせても納得できる。日本で最初の建築史

家であり、建築家である伊東忠太の歴史的

位置づけを行なう上では、図面資料がどの

袋に入っていたかという情報が有力な手が

かりとなった。活動の幅広さに対応して、

伊東が生み出した資料は膨大だ。幸いなこ

とに、その多くが2つのアーカイブズとし

て残された。白本建築学会建築博物館と東

京大学建築学科の資料群である。

建築博物館の資料には、学生時代の日記

や書簡、フィールドノートなどが含まれる。

2000年に建築博物館の第一号資料として

遺族から寄贈された。受け入れ以前に目録

整備の委員会が発足し、評者も参加する機

会を得た。引き続き設置された委員会で保

存状況の改善や閲覧規則の制定を行い、現

在、資料は広く一般の利用に供されている

までに至った。

もう一方の東京大学建築学科の資料は、

数年前に発見されたばかりだ。未発表の図

面や草稿などが収められている。大学の研

究室にあったものが、そのまま倉庫に残さ

れていたらしい。概要目録は作成したが、

いまだ整理が付いていない状態である。

直筆の図面は、いくつもの箱に散らばっ

ていた。評者は入っていた箱や袋を変えな

いように注意しながら、それぞれの概要を

アーカイフズ・ニユーズレターNo.62007.315
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リストにまとめる作業に2年近く従事した。

解釈する際に悩みの種となるのは、必ず

しも図面に建築名が書かれていないことだ。

日付があるとも限らない。最初から他人へ

の伝達や保存を意図した資料だったら、こ

うしたことは少ない。情報の不備は、外向

きでない資料の宿命といえる。それは逆に

言えば、作者の創造の秘密や、公式文書に

は出てこない過程に迫れる可能性力塙いと

いうことでもある。

解読の上では、資料の内容だけでなく存

在した場所も、一つの情報となる。収めら

れていた場所や、どんなものと一緒になっ

ていたかということから判明することは少

なくない。その情報は構成を動かせば、永

遠に失われてしまう。

同時に気づくことがある。こうしたアー

カイプズ学の原則は、特定の目的を持った

研究者・整理者が、ともすると忘れがちな

ものだということである。アーカイブズの

目的は、つまるところ、人間の営みが生ん

だ情報資源を、できる限り広範な人間が利

用可能な状態に置くことである。資料は永

続性と共に、公開性も求められる。

別の視点から見れば、アーカイブズ化と

は資料を特定の人間から切り離す作業とい

えないだろうか。資料は属人的な枠を越え

た公共的な広がりを獲得することで活きた

情報となる。アーカイブズ学はそのための

専門的で実践的な体系だと認識する。

建築関係者にとって大事なことは、その

存在を評価すること。すなわち、アーカイ

ブズの基本原則を璽騨した上で、具体的な

資料整理については可能な限り専門家（ア

ーキピスト）の協力・助言を得ながら進め

ることだと評者は考える。それによって初

めて、建築資料に固有の価値や楽しさが、

持続的に生まれであろう。

4日…会…ｱｰｶｲブズ小委員会

2001年、「近代建築資料総合調査特別研

究委員会」（委員長：鈴木博之）が日本建

築学会に設置された。各方面の専門家の協

力のもとで各種の企業・機関を調査してま

わり、3年後には国内の建築資料をめぐる

状況を報告書にまとめることができた。

対象としたのは、近代における次のよう

な資料類である。(1)建築物の記録となる

もの（図面、仕様書、竣工記録等)、(2)意

匠的な価値を有するもの（建築物や備品の

部材等)、(3)技術的な価値を有するもの

(建築物や工業製品の部材､標準設計等)、

(4)建築をつくるための用具（工具、建設

機械等)、(5)建築活動を明らかにする諸資

料（建築関係者の遺品、聞き醤き等)。

調査の結果、予期した以上に多彩な建築

資料がさまざまな場所に残されていること

が明らかになった。残されるに至った理由

は、種々である。改修設計などの現実的な

価値のために保存されている場合もあれば、

博物館などで資料として公開されているも

のもある。企業や学校の歴史を顕彰する用

をなしているものもあれば、個人的な愛着

ゆえに破棄を免れている資料も存在する。

いずれにせよ、近代日本の建築文化を伝え

る資料が、ゆかりのある場所に分散して保

管されていることは、好ましい状況といえ

る。

しかしながら、問題も無いではない。分

散した資料が、相互に連絡を欠いているこ

とが、その筆頭に挙げられる。それゆえに、

資料の価値が広い視野から見種もられない、

あるいは、保存手法に適正さを欠くという

不十分さが生まれている。会社の合併など

に伴う機構の改編によって、社会的に貴重

な資料が失われてしまう。そんな事例も少

なくない。

残念ながら、日本の建築資料をめぐる状

況は十分なものといえない。個々の資料を

守ることと併行して、さまざまな場所に分

散している建築資料をつなぎ、それらを取

り巻く全体的な仕組みを好転させることが、

早急に求められる。

各種の企業・機関を横断する建築資料デ

ータベースの構築建築資料の整備や公開

に関する指針の作成、建築資料の受け入れ

や周旋などをリードする組織が必要ではな

いかと考える。

2005年度から同委員会は「アーカイプ

ズィ雲員会」に改組され、調査と研究を進

めている。アーカイブズ学に通じた皆さま

からのご助言とますますの情報共有を期待

したい。この度、安露＝氏の訳で刊行さ

れた本替は、そうした連携の基礎として大

きな役割を果たすことは間違いない。
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